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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成18年６月23日に提出いたしました第44期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）有価証券報告書の一部に訂正す

べき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

１ 株式等の状況 

(2）新株予約権等の状況 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は 線で示しております。 

  

 



第一部【企業情報】 

  

第４【提出会社の状況】 

  

１【株式等の状況】 

(2）【新株予約権等の状況】 

  （訂正前） 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストックオプションの内容等は次のとおりであります。 

株主総会の特別決議（平成16年６月25日） 

  

  

 

  
事業年度末現在

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 1,540 1,540 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 770,000 770,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） ※２ 330 330 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年８月１日
至 平成21年３月31日 

自 平成18年８月１日 
至 平成21年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  330
資本組入額  165 

発行価格   330 
資本組入額  165 

新株予約権の行使の条件 ※１，３

権利行使時においても、
当社ならびに当社子会社
の取締役、監査役および
取締役会が定めた取締役
に準ずる地位にあるこ
と。 

権利行使時においても、
当社ならびに当社子会社
の取締役、監査役および
取締役会が定めた取締役
に準ずる地位にあるこ
と。 

新株予約権の譲渡に関する事項 ※３ 

譲渡、質入その他一切の
処分は認められない。相
続人は、権利行使でき
る。 

譲渡、質入その他一切の
処分は認められない。相
続人は、権利行使でき
る。 

後略 



  （訂正後） 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストックオプションの内容等は次のとおりであります。 

株主総会の特別決議（平成16年６月25日） 

  

  

  
事業年度末現在

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 770 770 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 770,000 770,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） ※２ 330 330 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年８月１日
至 平成21年３月31日 

自 平成18年８月１日 
至 平成21年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  330
資本組入額  165 

発行価格   330 
資本組入額  165 

新株予約権の行使の条件 ※１，３

権利行使時においても、
当社ならびに当社子会社
の取締役、監査役および
取締役会が定めた取締役
に準ずる地位にあるこ
と。 

権利行使時においても、
当社ならびに当社子会社
の取締役、監査役および
取締役会が定めた取締役
に準ずる地位にあるこ
と。 

新株予約権の譲渡に関する事項 ※３ 

譲渡、質入その他一切の
処分は認められない。相
続人は、権利行使でき
る。 

譲渡、質入その他一切の
処分は認められない。相
続人は、権利行使でき
る。 

後略 
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